
令和年月日 木曜日 (号外第号)官 報
解
散
公
告

当
社
は
平
成
十
四
年
十
二
月
三
日
商
法
第
四
〇
六
条
ノ

三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当

社
に
債
権
を
有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二

箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
八
日

東
京
都
練
馬
区
関
町
北
一
丁
目
一
〇
番
一
二
号

ア
ル
フ
ァ
ー
コ
ー
リ
ン
グ
株
式
会
社

代
表
清
算
人

國
分

巌

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
五
月
三
十
一
日
開
催
の
株
主
総
会

の
決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権

を
有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内

に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
八
日

東
京
都
品
川
区
東
大
井
四
丁
目
一
一
番
二
号

有
限
会
社
エ
ス
テ
ィ
ー
企
画

清
算
人

塚
田

節
子

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
六
月
十
五
日
開
催
の
株
主
総
会
の

決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を

有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に

お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
八
日

東
京
都
渋
谷
区
初
台
二
丁
目
九
番
一
九

三
〇
一
号

株
式
会
社
ブ
レ
イ
ン
メ
イ
ト

代
表
清
算
人

並
木

靖
幸

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
五
月
三
十
一
日
開
催
の
株
主
総
会

の
決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権

を
有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内

に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
八
日

東
京
都
目
黒
区
目
黒
四
丁
目
一
四
番
四
二
号
目
黒

モ
ン
ド
パ
ー
ク
マ
ン
シ
ョ
ン
三
〇
二
号

株
式
会
社
Ｋ
Ｉ
Ｉ
Ｒ
Ｏ

代
表
清
算
人

秋
田
翔
太
郎

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
五
月
三
十
一
日
開
催
の
株
主
総
会

の
決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権

を
有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内

に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
八
日

東
京
都
羽
村
市
富
士
見
平
一
丁
目
一
五
番
地
二
一

株
式
会
社
ア
メ
ニ
テ
ィ
ラ
イ
フ

代
表
清
算
人

山
崎

晶
子

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
五
月
三
十
一
日
開
催
の
株
主
総
会

の
決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権

を
有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内

に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
八
日

東
京
都
荒
川
区
町
屋
四
丁
目
三
六
番
一
五
号

株
式
会
社
ミ
ニ
ク
ロ

代
表
清
算
人

黒
川

富
榮

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
五
月
三
十
一
日
、
総
社
員
の
同
意

に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を
有
す

る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に
お
申

し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
八
日

東
京
都
日
野
市
大
字
上
田
三
三
九
番
地
の
五

合
同
会
社
Ｇ
Ｔ
Ｏ

代
表
清
算
人

一
般
社
団
法
人
Ｇ
Ｔ
Ｏ

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
五
月
三
十
一
日
、
総
社
員
の
同
意

に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を
有
す

る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に
お
申

し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
八
日

東
京
都
日
野
市
大
字
上
田
三
三
九
番
地
の
五

合
同
会
社
Ｔ
Ｒ
Ｙ
５

代
表
清
算
人

一
般
社
団
法
人
Ｔ
Ｒ
Ｙ
５

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
五
月
三
十
一
日
、
総
社
員
の
同
意

に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を
有
す

る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に
お
申

し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
八
日

東
京
都
日
野
市
大
字
上
田
三
三
九
番
地
の
五

合
同
会
社
北
斗
星

代
表
清
算
人

一
般
社
団
法
人
北
斗
星

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
五
月
三
十
一
日
開
催
の
社
員
総
会

の
決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権

を
有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内

に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
八
日

東
京
都
江
東
区
東
陽
二
丁
目
三
番
六

一
一
一
四
号

一
般
社
団
法
人
北
斗
星

代
表
清
算
人

内
海

忠
之

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
五
月
三
十
一
日
開
催
の
社
員
総
会

の
決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権

を
有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内

に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
八
日

東
京
都
江
東
区
東
陽
二
丁
目
三
番
六

一
一
一
四
号

一
般
社
団
法
人
Ｇ
Ｔ
Ｏ

代
表
清
算
人

内
海

忠
之

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
五
月
三
十
一
日
開
催
の
社
員
総
会

の
決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権

を
有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内

に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
八
日

東
京
都
江
東
区
東
陽
二
丁
目
三
番
六

一
一
一
四
号

一
般
社
団
法
人
Ｔ
Ｒ
Ｙ
５

代
表
清
算
人

内
海

忠
之

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
四
月
三
十
日
開
催
の
株
主
総
会
の

決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を

有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に

お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
八
日

東
京
都
大
田
区
大
森
北
三
丁
目
四
番
四
号
Ｋ
Ｔ
大

森
北
ビ
ル
四
階

Ｍ
Ｏ
Ｙ
Ａ
Ｎ
Ｔ
Ａ
Ｎ
Ｇ
株
式
会
社

代
表
清
算
人

李

恕

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
六
月
十
七
日
の
株
主
総
会
の
決
議

に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を
有
す

る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に
お
申

し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
八
日

東
京
都
中
央
区
八
重
洲
一
丁
目
五
番
二
〇
号
東
京

建
物
八
重
洲
さ
く
ら
通
り
ビ
ル
三
階

株
式
会
社
ロ
ザ
ー
ナ

代
表
清
算
人

小
平

伊
織

解
散
公
告

当
社
は
、
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を

有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に

お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
八
日

東
京
都
千
代
田
区
大
手
町
二
丁
目
六
番
四
号

マ
ー
キ
ュ
リ
ア
・
エ
ナ
ジ
ー
・
ジ
ャ
パ
ン
株
式

会
社

代
表
清
算
人

田

拓
貴


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